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○
金
融
庁
告
示
第

号

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の

七
の
規
定
に
基
づ
き
、
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
規
則
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
元
年

月

日

金
融
庁
長
官

遠
藤

俊
英

（
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
規
則
）

第
一
条

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
七
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
指

定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
規
則
は
、
「金

融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
１
２
３
条
第
１
項
第
２
１
号
の

７
に
基
づ
く
店
頭
外
国
為
替
証
拠
金
取
引
に
関
す
る
情
報
の
保
存
及
び
同
項
第
２
１
号
の
８
に
基
づ
く
報
告
に
関
す
る
規
則

」
（
一
般
社
団
法
人
金
融
先
物
取
引
業
協
会
規
則
）
と
す
る
。

（
協
会
規
則
を
定
め
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
に
加
入
し
て
い
な
い
金
融
商
品
取
引
業
者
に
つ
い
て
、
金
融
庁
長
官
の
指
定

す
る
も
の
）

第
二
条

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
一
号
の
七
に
規
定
す
る
協
会
規
則
を
定
め
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る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
に
加
入
し
て
い
な
い
金
融
商
品
取
引
業
者
に
つ
い
て
、
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
も
の
は
、
「金

融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
１
２
３
条
第
１
項
第
２
１
号
の
７
に
基
づ
く
店
頭
外
国
為
替
証
拠
金
取
引
に
関
す

る
情
報
の
保
存
及
び
同
項
第
２
１
号
の
８
に
基
づ
く
報
告
に
関
す
る
規
則

」
（
一
般
社
団
法
人
金
融
先
物
取
引
業
協
会
規
則

）
と
す
る
。


